
 

 

松本市住宅マスタープランの見直しについて（報告） 

 

 

本市では、平成２２年３月に松本市住宅マスタープランを策定し、住生活に関する施策を総合的

に推進してきました。しかし１０年以上が経過し、本市の住宅施策を取り巻く環境が大きく変化し

ていることから、こうした課題に的確に対応し、様々な住宅施策を計画的かつ総合的に推進するた

め、本年度、住宅マスタープランの見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅マスタープランは、住宅施策に関する総合的な計画であり、松本市空家等対策計画は互いに

関連計画の位置づけにあります。また、住生活基本計画（全国計画）や長野県住生活基本計画を踏

まえた上で、本市の特性を考慮した具体的な計画とします。 

 

図 計画の位置づけ 
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